
  

 

 

二学期も残すところ１ヶ月半となり、今年も年末調整の時期を迎えました。 

先生方には、各種申告書の記入や必要書類の手配等お手数をおかけしますがご協力お願い

します。（還付金があるかもわかりませんので・・・） 

なお、年末調整の詳細については、国税庁のホームページ等を参照してください。 

  

 

次の関係書類をお配りします。内容をよく確認し、該当する書類を 

１１月２７日（月）までに事務職員へ提出してください。 
 

□①平成２９年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

□②平成３０年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

□③平成２９年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除 

申告書 

□④住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書（学校到着分） 

□⑤給与から掛金が控除されている保険料の控除証明書（学校到着分） 

□⑥平成２８年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除 

申告書（写） 

 

 

① 平成２９年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

既に提出いただいております書類を返却しますので、 

本年中に異動（出生・死亡等）がある場合は、修正し提出してください。 

② 平成３０年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

平成３０年の最初の給料支給日までに提出が義務付けられていますので、今回併せて 

記入・提出してください。なお、個人番号の欄は記入の必要がなくなりましたので空欄 

のまま提出してください。 

※扶養親族とは？ 

扶養親族とは、所得者と生計を一にする親族で合計所得金額が３８万円以下の人をいい

ます。（扶養手当と違い、年齢は問いません） 

【留意点】 

・『生計を一にする』とは、必ずしも同居を要件とはしません。別居であっても生活費や 

療養費等を日常的に負担していれば、『生計を一にする』ものとして取り扱われます。 

・『親族』とは、６親等内の血族、３親等内の姻族をいいます。 
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・ ・『合計所得金額が３８万円以下』とは、その所得が 

給与所得だけの場合は、給与の収入金額が１０３万円 

以下、同じく公的年金だけの場合は、１５８万円以下 

（６５歳未満の人は１０８万円以下）であれば、合計 

所得金額が３８万円以下になります。 

なお、各遺族年金は非課税所得ですので所得とみな 

されません。 

・同一人物を何人かで共同扶養している場合は、その内の１人だけが扶養控除の対象にでき 

ます。それぞれが重複して控除の対象にすることはできませんので注意が必要です。 

 

③ 平成２９年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 

本年中に支払った社会保険料、生命保険料や地震保険料があれば、所得控除されますの

で申告してください。（家に証書が届いている場合は証書も提出） 

配偶者特別控除もこの用紙で申告します。 

記入の際は⑤「給与から掛金が控除されている保険料の控除証明書」、⑥「昨年度の申告

書の写し」、記入例などを参考にしてください。 

平成２９年１月から公務員も確定拠出年金に加入できるようになりましたので、加入さ

れた方は個人型年金加入掛金として申告してください。 

 【留意点】 

・社会保険料について、給料から天引きされている共済掛金・介護保険料は、自動的に所得 

控除されますから申告は必要ありません。扶養親族の社会保険料で実際に所得者が支払っ 

ている場合は該当しますので申告してください。 

・配偶者特別控除と配偶者控除の違いは、配偶者の所得によります。 

 

④住宅借入金等特別控除 

住宅借入金等特別控除を受けようとする初年は確定申告をする 

必要があります。次の年からは年末調整により税額控除が受けられ 

ますので申告してください。 

【留意点】 

・「住宅借入金等特別控除申告書」は、税務署が発行し、自宅に送付されます。④等の年末

残高証明書を添付してください。 

 

 

 

 

 

 

＊11月分 支給日＊ 

○旅費・・・11月17日（金） 

○給与・・・11月21日（火） 

 

年末調整とは 

その年の最後の給与が支払わ

れる際、１年間の給与所得に

対して納めなくてはならない所

得税額を計算し過不足を精算

する事務の事です。 

申告漏れに注意してください。 


